


【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者
(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。

❶ 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
❷ 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
❸ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業は
就労継続支援事業と就労移行支援事業があります。就労継続支援にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。

就労継続支援A型事業所とは

入会フォーム

入会案内

※各都道府県協議会に属していただきますが、各都
道府県協議会によっては会費を徴収しているところ
もあります。各支部窓口事業所にご相談ください。

(団体は3口以上)

正 会 員

法人及び事業所
12,000円

賛助会員

3,000円<1口>

個人
5,000円

会員種類（年会費）

全Aネットの基本方針

❶ 私たちは、利用者に対し、一人の人間として接し、その自己決定を尊重し、就労と地域生活を支援します。

❷ 私たちは、利用者に働き甲斐のある仕事・達成感のある仕事を提供し、地域で生活をしていけるように最低賃金を保障します。

❸ 私たちは、利用者に労働者としての権利を保障し、

　 利用者の作業能力を育て、能力を伸ばす作業環境を提供し、 障がいのない人と同等に活躍できる職場を提供します。

❹ 私たちは、利用者に対し安全衛生環境の確保はもとより、物理的にも精神的にも働きやすい環境を提供します。

❺ 私たちは、情報の提供に努め、希望に沿って一般就労へ移行を支援します。

❻ 私たちは、アセスメントを入念に実施し、利用に関しては利用者の希望を最大限尊重します。

❼ 私たちは、これらの活動を確実なものとするために、常に提供するサービスの自己評価をし、公表し、事業の継続・発展に努めます。

全Aネットの設立理念に基づき、我々A型事業者は障がい福祉サービス事業所として、下記を基本方針として活動します。
就労継続支援A型事業所あるいはその関係者、
会の趣旨に賛同いただける方など、下記の入会
フォームより必要事項の入力をお願い致します。
後日振込用紙をお送りします。

私たちは、『働きやすさ』を
　　　　　『バックアップ』いたします。

https://zen-a.net/

スマートフォンでは
こちらから

パソコンでは
こちらから

全AネットWEBサイトの
「ご入会」から「入会フォーム」
をひらくことができます。


